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この情報は、介護保険に関する長野市からのお知らせ・お願いなどを掲載しています。 
 

 も  く  じ 

 

 

○ 福祉用具購入費支給申請書の様式変更について 

○ 総合事業「相当サービス事業所の休業に係る日割り計算について」（A2、A6 関係） 

○ 居宅介護支援事業所 特定事業所集中減算届出書の提出について【令和４年度前期（判定

期間：令和４年３月１日～令和４年８月 31 日）】 

○ （リマインド）令和４年度介護職員等ベースアップ等支援加算計画書の提出について【別

紙１】 

○ （リマインド）ＢＣＰ策定オンラインセミナー【別紙２】 

○ （リマインド）高齢者施設等における感染対策研修について【別紙３】 

○ 福祉用具の重大製品事故に係る情報提供について 

○ ｢長野市保健所管内保健医療福祉関係者等研修会｣中止のお知らせ【別紙４】 

○ 介護保険最新情報について 

○ 要介護・要支援認定者状況（令和４年７月末現在） 

 

  ※【別紙】につきましては、長野市ホームページからご覧ください。  

長野市介護保険フレッシュ情報 
 

 V o l .５５０ 

介 護 保 険 課 

長野市ホームページでもご覧いただけます。 
長野市トップページ＞組織でさがす＞ 

保健福祉部＞介護保険課＞長野市介護保険フレッシュ情報 
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福祉用具購入費支給申請書の様式変更について 

 
福祉用具購入費支給申請書を変更します。詳しくは介護保険課のホームページをご覧くださ

い。 

なお、令和４年10月１日以降は旧様式での受付はいたしませんので、必ず様式を差し替える

ようにしてください。 

ＵＲＬ：https://www.city.nagano.nagano.jp/site/sinsei/22174.html 

 

また、申請書の記載漏れ、記入間違いが多く、保険給付が遅れるなど被保険者への影響が出

ております。被保険者証を確認していないケースやケアチーム内で情報の共有がなされていな

いケースも見受けられます。 

過去の購入履歴や最新の要介護度など介護保険課ではお答えいたしませんので、あらかじめ

内容を十分に確認してから申請するようにしてください。 

 

問い合わせ先：介護保険課 給付担当  
ＴＥＬ：０２６－２２４－７８７１（直通） 

   

 

総合事業「相当サービス事業所の休業に係る日割り計算について」 

（A2、A6関係） 

 

新型コロナウイルス感染症等により、総合事業の相当サービス事業所が休業した場合は、ホー

ムページに掲載の「相当サービスの日割り計算についてのＱ＆Ａ」問７のとおりのご対応をお願

いいたします。  
 

問 7  感染症や災害等でサービス事業所がやむを得ず休業した場合について 

          

（答） 当該月の日数から休業した日数を引いた日数で日割計算します。 

ただし、一律に全利用者に対して日割り計算を行うのではなく、休業した日が、サービス利

用日に当たり、利用が出来なかった対象者の場合に限ります。計画どおりに利用できた場

合や休業日の振替利用を行って計画回数を満たした場合は、定額単位数を請求します。 

Ｑ＆Ａについては長野市ホームページに掲載してあります。  
 
 
 
 
 
 
 

 
問い合わせ先：地域包括ケア推進課 企画・管理担当  

ＴＥＬ ０２６－２２４－７９３５  
 

〇長野市ホームページ  
「トップページ」→「組織で探す」→「地域包括ケア推進課」→「介護予防・日常生活支

援総合事業に係る請求・研修・留意事項について」→「介護予防・日常生活支援総合事業

（総合事業）に関するＱ＆Ａについて」  
https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/houkatsucare/456145.html 

https://www.city.nagano.nagano.jp/site/sinsei/22174.html
https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/houkatsucare/456145.html
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居宅介護支援事業所 特定事業所集中減算届出書の提出について【令和４年度前期

（判定期間：令和４年３月１日～令和４年８月 31 日）】 
 

このことについて、次のとおりご提出をお願いします。 

 

１．判定期間：令和４年度前期（令和４年３月１日～令和４年８月31日） 

   

２．提出が必要な事業所 

  ○いずれかのサービスについて、紹介率最高法人の割合が80％を超えている場合 

※正当な理由の有無にかかわらず提出が必要です。 

  ○特定事業所集中減算の適用の有無が前回の判定から変更になる場合 

 

３．提出書類 

  ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

  ②特定事業所集中減算届出書（様式１） 

  ③（必要に応じて）「正当な理由」に関する添付書類（様式２～４他） 

 

４．提出期限：令和４年９月15日（木曜日） 

 

５．提 出 先：長野市高齢者活躍支援課介護施設担当 

 

６．そ の 他 

・提出書類の様式、通知等については、長野市ホームページに掲載しています。 

 
長野市トップページ → 組織でさがす → 保健福祉部高齢者活躍支援課 

→ 介護保険事業者の皆様へ → 指定・更新・変更・体制等に係る届出について 

→ 居宅介護支援・地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスの介護報酬 

算定に係る体制について 

→ 居宅介護支援、地域密着型サービス等事業の介護給付費算定に係る届出 

 
 

・紹介率最高法人の割合が80％を超えたことについて、「正当な理由」がある場合は減算とな

りませんが、長野市が審査した結果、記載された理由を不適当と判断した場合は、減算が適

用されることとなります。 

 

 ・特定事業所集中減算届出書（様式１）は、届出の必要性の有無にかかわらず、全ての居宅介

護支援事業所が作成し、２年間保存しなければなりません。 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通） 
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（リマインド）令和４年度介護職員等ベースアップ等支援加算計画書の 

提出について 

 
標題の件については、フレッシュ情報（令和４年７月20日号）によって、周知したところで

す。 

令和４年10月から算定を希望する事業者は、別紙１のとおり次の提出期限までに計画書を提出

してください。 

 

提出期限 ： 令和４年８月31日（水）必着 

 

【通知及び様式の掲載先】 

本件提出についての案内通知及び計画書様式は、以下ホームページに掲載していますの

でご確認ください。 

 

〇長野市ホームページ 

「トップページ」→「組織でさがす」→「保健福祉部高齢者活躍支援課」→ 

「介護保険事業者の皆様へ」→「令和４年度介護職員等ベースアップ等支援加算 

計画書について」 

   https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kourei/712567.html 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 
ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 
 

（リマインド）ＢＣＰ策定オンラインセミナー 
 
標題の件については、フレッシュ情報（令和４年８月５日号）及び、登録いただいているＥ

－ｍａｉｌアドレス等への通知（８月16日付）によって、周知したところです。 

受講希望の施設等におかれましては、８月24日（水）までにお申し込みください。詳細は別

紙２を参照してください。  
 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 
ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 
 
（リマインド）高齢者施設等における感染対策研修について）  

 

標記については、７月15日付で、登録いただいているＥ－ｍａｉｌアドレス等に通知し周知し

たところです。第７波感染拡大が続く中、施設・事業所内で集団感染を防止するためには、各職

員の感染対策の徹底、感染発生時の早期の初動対応が重要となります。 

未受講の施設等におかれましては、別紙３を確認いただき、９月２日（金）までに 

「ながの電子申請サービス」で受講報告をお願いします。 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通） 

https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kourei/712567.html
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福祉用具の重大製品事故に係る情報提供について 

 
このことについて、厚生労働省老健局高齢者支援課より連絡がありました。 

消費者庁から公表されている消費生活用製品の重大製品事故のうち、令和４年８月８日～

８月１２日の週において、福祉用具に係る事故が１件あり、これに関する事故について下記

のとおり情報提供します。 

なお、令和３年３月22日号フレッシュ情報でお知らせしましたとおり、福祉用具の事故等に

関して、再発防止の観点から、情報収集を行うため、福祉用具に関する事故発生があった場合

は、長野市へご報告くださいますようお願いいたします。 

※ 福祉用具とは、福祉用具貸与の製品及び特定福祉用具購入の製品に限ります。 

 

消費者庁ホームページ（転記） 

事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 

令和4年7月14日 令和4年8月9日 介護ベッド 重傷1名 施設で介助者が使用者を車いす

から当該製品へ移乗中、当該製

品の脚部が外れベースフレーム

が落下し、左足指を負傷した。

当該製品の使用状況を含め、現

在、原因を調査中。 

大阪府 

 

    問い合わせ先：介護保険課 給付担当 
ＴＥＬ：０２６－２２４－７８７１（直通）  

 

 

介護保険最新情報について 

 

厚生労働省老健局から以下のとおり介護保険最新情報が出ております。 

 厚生労働省等のホームページで確認の上、ご対応をお願いします。 

 

【介護保険最新情報 Vol.1089】 

 介護現場における生産性向上の取組、ICT の導入促進に向けた資料について（情報提供） 

 

【介護保険最新情報 Vol.1090】 

 「令和３年度介護報酬改定に関する Q＆A（Vol.12）（令和４年７月 20 日）」の送付について 

 

【介護保険最新情報 Vol.1091】 

 令和５年１月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表

について（新商品に係る分） 

 

【介護保険最新情報 Vol.1092】 

 新型コロナワクチンの４回目接種の対象拡大について 

 

【介護保険最新情報 Vol.1093】 

 公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定事務について（その３） 

 

今後も情報が随時更新されますので、最新の情報確認をお願いいたします。 
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【要介護・要支援認定者状況】（令和４年７月末日現在 地区別認定者数：21,058 人） 

地 区 名 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計 

第１地区 60 58 78 50 57 54 32 389 

第２地区 98 88 216 109 78 119 53 761 

第３地区 63 89 149 78 70 100 47 596 

第４地区 26 29 46 24 19 36 22 202 

第５地区 38 39 72 41 21 30 16 257 

芹田地区 160 135 289 135 112 141 97 1,069 

古牧地区 112 130 281 143 151 146 90 1,053 

三輪地区 184 172 273 138 129 149 70 1,115 

吉田地区 127 117 247 123 100 96 58 868 

古里地区 86 79 137 74 77 100 67 620 

柳原地区 61 43 84 59 33 39 24 343 

浅川地区 56 55 119 58 34 49 42 413 

大豆島地区 52 53 147 54 77 82 50 515 

朝陽地区 70 83 210 105 90 116 62 736 

若槻地区 188 155 300 162 115 196 115 1,231 

長沼地区 22 14 23 18 27 23 8 135 

安茂里地区 204 182 314 149 118 171 85 1,223 

小田切地区 13 7 24 15 21 16 6 102 

芋井地区 28 12 37 25 16 21 13 152 

篠ノ井地区 354 288 493 270 288 368 197 2,258 

松代地区 188 172 309 130 131 206 108 1,244 

若穂地区 112 76 161 73 70 104 58 654 

川中島地区 216 161 317 150 138 207 115 1,304 

更北地区 274 192 413 192 157 221 127 1,576 

七二会地区 27 30 28 20 41 35 16 197 

信更地区 26 19 39 23 23 32 9 171 

豊野地区 69 58 153 67 78 96 34 555 

戸隠地区 29 12 65 33 42 60 31 272 

鬼無里地区 25 8 54 20 28 24 9 168 

大岡地区 39 7 37 15 9 6 5 118 

信州新町地区 82 27 86 42 75 47 39 398 

中条地区 38 15 62 31 30 25 12 213 

市 外 18 12 25 19 18 38 20 150 

合計 

(現存者) 
3,145 2,617 5,288 2,645 2,473 3,153 1,737 21,058 

 

 

 

 

 

今後も必要に応じ、「長野市介護保険フレッシュ情報」を作成し、居宅介護
支援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の皆さんに必要情報をお知
らせしていく予定です。 

業務を行うに当たり、ご不明な点などがありましたら、介護保険課まで電
話またはＦＡＸ、Ｅメールでお気軽にお問い合わせください。 
 

《  問い合せ先  》長野市保健福祉部 介護保険課 給付担当 
電    話： 026-224-7871（直通）/ Ｆ  Ａ  Ｘ： 026-224-8694 
Ｅメール： kaigo@city.nagano.lg.jp 

mailto:kaigo@city.nagano.lg.jp

